
大糸線（糸魚川・南小谷間）沿線地域公共交通検討会議 規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、大糸線（糸魚川・南小谷間）沿線地域公共交通検討会議（以下「検討会議」

という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、大糸線沿線地域の活性化の推進及び持続可能な発展に寄与することを目的

とする。 

 

（対象区間） 

第３条 検討会議は、西日本旅客鉄道株式会社が運営する糸魚川駅から南小谷駅の区間を対

象として議論する。 

 

（協議事項） 

第４条 検討会議は、第２条の目的を達成するため、次に掲げる事項の協議を行う。 

一 沿線地域の公共交通の現状・課題の分析、大糸線沿線地域の持続可能な発展に資する

解決策のとりまとめに関すること 

二 その他目的の達成のため必要と認められる事項 

 

（組織） 

第５条 検討会議は、別表に掲げる委員及びオブザーバーをもって組織する。 

２ 検討会議の構成を変更する必要がある場合は、協議の上、別表を変更するものとする。 

 

（会長） 

第６条 検討会議に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定める。  

３ 会長は、議事運営その他の会務を総括する。 

 

（監事） 

第７条 検討会議に監事を置く。 

２ 監事は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 監事は、検討会議の会計を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。 

 

（検討会議の構成及び運営） 

第８条 検討会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が指名した者が

議事の進行を行う。 

２ 会議は、委員の過半数が出席し、または書面その他の方法により協議に参加しなければ、

開くことができない。 

別紙 



３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、

その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会議は原則として非公開とする。ただし、当日の会議資料及び議事概要は後日公開する

ものとする。 

５ 検討会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、検討会議への出席、

資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

６ 前各項に掲げるもののほか、会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。 

 

（協議結果の尊重） 

第９条 委員は、検討会議によって協議が調った事項について、協議の結果を尊重しなけれ

ばならない。 

 

（事務局） 

第 10 条 検討会議の業務を処理するため、検討会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、新潟県交通政策局交通政策課及び長野県企画振興部交通政策局交通政策課に

置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局次長、事務局員を置き、会長が定めた者をもってあてる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（会計及び会計年度） 

第 11 条 調査委託費、会場費等及び検討会議に必要な経費は、国の補助金等を活用するほ

か、協議により関係者において応分の負担を決めるものとする。 

２ 検討会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

 

（財務に関する事項） 

第 12 条 検討会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

（検討会議が解散した場合の措置） 

第 13 条 検討会議が解散した場合には、検討会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、

会長であった者がこれを決算する。 

 

（委任） 

第 14 条 この規約に定めるもののほか、検討会議の事務の運営上必要な細則は、会長が別

に定める。 

 

 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。  



別表（第５条関係） 大糸線沿線地域公共交通検討会議 名簿 

委員 

新潟県交通政策局長 

新潟県糸魚川地域振興局長 

長野県企画振興部交通政策局長 

長野県北アルプス地域振興局長 

糸魚川市副市長 

小谷村副村長 

西日本旅客鉄道株式会社金沢支社副支社長 

流通経済大学経済学部教授 板谷 和也 

オブザーバー 

国土交通省北陸信越運輸局 

大町市 

白馬村 

東日本旅客鉄道株式会社長野支社 

 


